
川越市教育委員会第８回定例会会議録 
 
１ 会議の場所  川越市教育委員会 教育委員会室 

２ 開   会  令和６年９月２６日 午後２時 

３ 閉   会  令和６年９月２６日 午後４時３０分 

４ 教育長並びに出席した委員  新保正俊、長谷川 均、嶋野道弘、飯島 希、 

岡本紘子 

５ 欠席委員  なし 

６ 教育長の職務を行った者  教育長新保正俊 

７ 説明のため出席した者   教育総務部長佐藤喜幸、学校教育部長岡島一恵、教育

総務部副部長兼教育総務課長佐藤利貞、学校教育部副部長兼学校管

理課長西貝俊哉、教育総務部参事兼中央公民館長小熊政彦、教育総

務部参事兼博物館長中里良明、学校教育部参事兼教育指導課長早川

美彦、学校教育部参事兼教育センター所長嘉手川 満、教育財務課

長水村将晃、地域教育支援課長吉野泰弘、文化財保護課長齊木 隆、

中央図書館長羽生田奈々絵、学校給食課長宮沢 茂、市立川越高等

学校事務長松本秀規、学校教育部参事石田秀樹、学校管理課副参事

川鍋 寛 

８ 前回会議録の承認 

   令和５年度第１４回定例会会議録、令和６年度第１回定例会会議録、第２回定例会

会議録、第３回定例会会議録及び第５回臨時会会議録を承認した。 

   なお、令和６年度第４回定例会会議録、第６回臨時会会議録及び第７回定例会会議

録については、現在調整中であるため、次回会議において、承認することとなった。 

９ 議題及び議事の概要 

 日程第１議案第２１号 令和７年度当初教職員人事異動の方針・細部事項について 

  副部長兼学校管理課長  

    令和７年度川越市立小・中・特別支援学校県費負担教職員及び市立川越高等学校

の教職員の人事異動を推進するにあたり、埼玉県教育委員会教育長から、令和７年

度当初教職員人事異動の方針・細部事項の通知があったことを受けて、本市におけ

る令和７年度当初川越市教職員人事異動の方針及び細部事項を定め、人事異動の適

正かつ円滑な推進を図ろうとするものである。 

    本市の人事異動方針・細部事項を作成するにあたり、参考にしている埼玉県教育

委員会の教職員人事異動の方針及び細部事項については、昨年度から大きな変更は

ない。 

    したがって、本市においては、第３次川越市教育振興基本計画を踏まえて、適材

適所、人材育成、教職員組織の充実と均衡化、教育水準の向上、役職定年後の教職



員及び再任用教職員の活用、女性教職員の積極的な登用及び障害のある教職員の適

切な配置の視点から、人事異動を推進するよう示している。 

    なお、人事異動方針については、川越市立小・中・特別支援学校及び市立川越高

等学校の人事異動に係るものとして定め、細部事項については、小・中・特別支援

学校に係るものとして、実施要綱、取扱要領については、市立川越高等学校に係る

ものとして定めようとするものである。 

  委 員  

    令和６年度と変更点はないということだが、令和６年度と全く同じと理解して良

いか。 

  副部長兼学校管理課長  

    そのとおりである。 

  委 員  

    学校ごとの課題を解決するための独自の方針は明記されているか。 

  副部長兼学校管理課長  

    今年度方針を作成するにあたり、基本方針の冒頭に、川越市としての方針、考え

方を明記した。具体的には、「本市の求める教師像、「活力に満ちた教職員」を踏

まえ、郷土川越への愛着を持ち、「川越授業スタンダード」に基づく授業実践等、

児童生徒の学びの充実に意欲的に取り組む教職員集団を形成して」という文言を追

加した。これについては、教育の成否は、教職員の存在によるところが大きく、人

事異動により、本市が目指す教職員像の具現化につなげていきたいと考え、追加を

した。 

    詳しく言うと、活力に満ちた教職員という言葉については、教育センターを中心

とする教職員研修の計画で定められている目指す教師像になることである。郷土へ

の愛着という言葉については、学校や地域への愛着と、本市が推進しているふるさ

と学習の推進、また、コミュニティ・スクール等、地域と一体となった学校づくり

への貢献等も含めた言葉として使っている。学びの充実に意欲的に取り組む教職員

という言葉については、本市の重点の１つである学力向上に向けて取り組んでいく

ことを表現している。 

  委 員  

    今後、学校ごとの独自性が求められてくると思うが、そのような視点は人事方針

に記載されているか。 

  副部長兼学校管理課長  

    それぞれ地域の特性を踏まえて、校長がリーダーシップを発揮して、学校経営を

進めていくということになると考える。教職員組織の充実と均衡化を進め、学校差

などを是正していけるような人事異動を進めていければと考えている。 

  委 員  



    市立川越高等学校の人事異動について、どの程度行われているのか伺いたい。 

  学校管理課副参事  

    今年度、本採用については新任が６名、退任が２名である。 

  委 員  

    適時という言葉はどのような意味で使っているのか。 

  副部長兼学校管理課長  

    適時という言葉について、学校にとっては、学校課題があり、課題解決のために

必要なタイミングでの人事異動、教職員本人にとっては、例えば新採用以来３年か

ら６年までの期間や勤務校在籍７年以上のタイミングなど、職務経験を豊かにする

ためのタイミングと捉えて、適時という言葉を使っている。 

  委 員  

    「機会均等を図るために、教職員組織の充実と均衡化に努め、地域学校差を是正

する」とあるが、是正するという言葉は、少し後ろ向きではないか。地域差や学校

差は是正できる問題ではない。地域差や学校差に応じて適材を適宜適切に配置し、

特色ある学校づくりを推進するなど積極的な表現とした方が良いと考える。 

    新採用の教職員について、教職員組織の均衡を図るという文言は、横並びになる

ようなイメージが強い。地域差、学校差が出てくるので、それを前向きに捉えれば、

教職員組織の特色を勘案して配置を考えた方が良いと考える。 

    転任・転補について、人事異動にあたっては、教職員組織の充実を図るというこ

とが目的になっているが、基本方針に照らすと、児童生徒の学びの充実を図るため

など、基本方針に関連した表現にしていただきたい。 

    同じように、細部事項についても、均衡という言葉が目立つため、違いを積極的

に認めて、特色ある学校づくりを推進するための人事異動に配慮するようにしてい

ただきたい。 

  副部長兼学校管理課長  

    違いを前向きに捉えることで特色ある学校づくりにつながっていくというものだ

と受け止めた。学校の特色を出していくということは大事であり、今後の参考にし

たい。 

  委 員  

    人事異動方針の転任・転補について、「新規採用後早期に複数校を経験する」の

「早期」と「同一校勤続年数の長いものについては、積極的に異動を行う」の「長

い」について、どの程度の期間を想定しているのか。 

  副部長兼学校管理課長   

    「新規採用後早期に複数校を経験する」の「早期」については、採用後６年以内

に可能な限り他市町村への異動を進めていくということである。また、「同一校勤

務年数が長いもの」の「長い」については、同一校在職１０年以内の者は異動を行



い、特に７年以上の者については積極的に行うということである。 

  委 員  

    女性教職員の個々の能力、女性教職員の管理職への積極的な登用など「女性」と

いう文言が多いと思うが、以前は女性管理職が少ないという事情があり、女性教職

員という文言を積極的に記載しているということか。 

  副部長兼学校管理課長  

    平成２９年度については、市立小・中・特別支援学校の女性管理職の割合は、全

体の１６．２パーセント、令和６年度当初にはそれが２３．４パーセントまで上が

っている。以前はなかなか登用が進んでいなかったが、方針を進めていく中で、女

性管理職が増えているという現状なので、今後も積極的に女性管理職を増やしてい

く方向で進めている。 

  委 員  

    「女性教職員の異動については、個々の能力が十分に発揮できるよう配慮す

る。」と明記されているが、女性教職員固有の異動における課題をどう捉えている

か。 

  学校教育部長  

    以前においても女性が管理職になれないということはなく、同等に試験を受け、

選考するうえで、どちらかといえば女性を積極的に登用していくという考え方があ

ったと思う。女性ならではの視点、男性ならでは視点その両者が相まって良い学校

経営ができると考える。男性も育児休業等を取得できるが、出産はどうしても女性

にしかできない。記載部分については、そのことを配慮した表現として示している

と考える。  

  教育長  

    市立川越高等学校の人事交流について、さいたま市、川口市との人事交流がある

が、教職員は理解しているか。 

  学校管理課副参事  

    人事交流については、平成３０年８月３１日に人事交流協定書を川越市、さいた

ま市、川口市の３市の教育長で締結している。その後については、コロナ禍もあり、

人事交流が進んでいないという状況がある。教職員がまずは希望し、他市の教職員

も希望してという、お互いがマッチして、かつ同じ教科でという条件もあるので、

現在のところ進んでない状況である。しかしながら、非常に必要なことと考えてい

るので、今後も、さいたま市、川口市と話を進めていきたい。 

  委 員  

    令和７年度川越市立高等学校教職員人事異動方針について、昨年度と変更はない

か。 

  学校管理課副参事  



    昨年度までは県の方針を踏まえて行っていたが、今年度から川越市として方針を

策定したところである。 

  委 員  

    市立川越高等学校について、今年度は学校改革が喫緊の課題であると思う。例え

ば、市立川越高等学校の学校改革に寄与する視点から異動を推進するなどの記載を

基本方針の中に記載できないか。 

  学校管理課副参事  

    学校改革は非常に大事な部分だと考えているので、県の人事方針も踏まえて、今

後検討していきたい。 

 （全員異議なく原案どおり決定） 

 日程第２議案第２２号 川越市河越館跡整備検討委員会委員を委嘱することについて 

 （非公開） 

 日程第３議案第２３号 教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認

を求めることについて 

 日程第４議案第２４号 教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認

を求めることについて 

 日程第５議案第２５号 教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの承認

を求めることについて 

  参事兼教育指導課長  

    本議案の上程の趣旨については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、予定価格２千万円以上の財産については、

市議会の議決を得て取得すべきところ、川越市立小学校教師用指導書等について、

市議会の議決を得ずに買い入れを行ってしまったため、財産の取得について市議会

に追認していただくものである。本来であれば、川越市教育委員会事務委任規則第

２条第１０号の規定に基づき、教育委員会の議決が必要となるところ、緊急に処理

する必要があり、かつ、教育委員会の会議を開催するいとまがなかったため、同規

則第４条の規定に基づき、教育長が臨時に代理したため、同規則第５条第２号に基

づき、このことについて承認を求めるものである。 

    議案第２３号について、取得した財産の概要は、教師用指導書１，１２８セット、

教師用指導教材３２４セット、指導者用デジタル教科書３２０ライセンスである。

契約の方法は随意契約。取得の金額は、６，２３８万２，３２０円で、契約の相手

方は、有限会社吉田謙受堂である。 

    議案第２４号について、取得した財産の概要は、教師用指導書７２９セット、教

師用指導教材２１８セット、指導者用デジタル教科書２００ライセンスである。契

約の方法は随意契約。取得の金額は、３，９７０万９，４５０円で、契約の相手方

は、有限会社福田屋である。 



    議案第２５号について、取得した財産の概要は、教師用指導書４０８セット、教

師用指導教材１０６セット、指導者用デジタル教科書１２０ライセンスである。契

約の方法は随意契約。取得の金額は、２，２７３万７，７７０円で、契約の相手方

は、株式会社栗原書店である。 

  委 員  

    経緯を説明してもらいたい。 

  参事兼教育指導課長  

    経緯であるが、まず今回の件については、６月に他市で同事案の新聞報道があり、

それを受けて、副市長、教育長から本市の取扱いを確認するよう指示を受け、過去

の取扱い等も含めて確認したところ、平成２７年度、２８年度における教師用指導

書等の買い入れについて、学校ごとに希望数、希望内容を取りまとめ、学校単位で

買い入れ事務等を行っていた。令和２年度、３年度については、事務量軽減の視点

から、教育委員会で買い入れ数を取りまとめ、教科書取扱書店ごとにまとめて事務

処理を行っていた。 

    令和６年度については、学校ごとに買い入れをしており、前々回から前回までの

買い入れ方法の変更を踏まえると、各学校を単位とする今年度の執行方法は、複数

に分割することで、予定価格を分割させたと疑義を生じかねず、買い入れ元となる

教科書取扱書店を単位としての予定価格に基づいて、議会の議決に付すべきと判断

した方が適切であるという考えに至り、今回市議会に追認を求めたものである。 

  委 員  

    新聞報道などで、発覚したのが６月で、本日の教育委員会まで約３箇月間、教育

委員会に議事として、提出されなかった理由を伺いたい。 

  参事兼教育指導課長  

    確認に非常に時間がかかったことが理由の１つである。初めに、副市長、教育長

から指示を受けた段階では、学校ごとでの事務処理ということで、金額が２千万に

達しなかったという事実があった。そのため、最初の段階では、今回、そのような

事案には至らないという判断をしていた。その後、７月に、教育長から、もう一度

過去にさかのぼって確認するように指示があった。その中で、前回は、教師用指導

書教材、デジタル教科書でまとめて買い入れをしたにもかかわらず、今回、学校ご

とに分割をしたことで、予定価格が２千万を超え、市議会に付すべき事項を意図的

に回避したという疑義を生じかねないことから市議会に追認を求めることになった

ところである。このような経緯があり、他市町村等を含めて調査をしたことで、非

常に時間がかかってしまったということである。 

  委 員  

    再発防止の考えについて伺いたい。 

  参事兼教育指導課長  



    令和２年度は、教師用指導書教材、デジタル教科書と項目を分けて予算要求をし

ていた。ただ、令和６年度については、令和２年度のときの予算要求の経緯を踏襲

せず、教材・教師用指導書等という形でまとめて予算要求をしていた。そのことが

原因であると捉えており、まずは教師用指導書等の対応について、予算措置の時期

も含め、市議会の議決の手順について関係部署と協議したうえで、適切に執行する

よう努めたいと考えている。また、買い入れの際の事務処理マニュアルを作成し、

確実に引き継ぎが行えるようにしたいと考えている。 

  委 員  

    教師用指導書等が現場でどのように活用されているか伺いたい。 

  参事兼教育指導課長   

    教師用指導書については、教職員が授業で子どもたちに指導する際、学習指導要

領に書いてある指導事項を効果的に指導するために、例えばこの教科書の教材であ

れば、どういった発問が効果的なのか、または板書ではどんな板書をすると子ども

たちが効率的にノートにまとめられるか、そういったものの参考例または指導例等

を明記したもので、主に教職員が教材研究の際の参考資料として活用している。 

    また教材については、例を挙げると、英語で単語を覚える際に使うフラッシュカ

ードなど、子どもたちの授業を補助するための資料である。 

    さらにデジタル教科書については、実際に書籍である教科書を電子黒板等へ写し

出し、子どもたちに提示をして、例えば教科書のこの部分を見るようにという形で、

授業を効率的に進めるために提示する資料として活用している。 

  委 員  

    今後教科書採択の都度、教師用指導書等は必要になり、同程度の金額が生じると

いう理解で良いか。 

  参事兼教育指導課長  

    そのとおりである。 

  委 員  

    チェック機能が働いていないことが原因と捉え、その再発防止策として、マニュ

アルを作成したことは非常に良かったと思う。あとは機能するようにお願いしたい。

また、教育委員に報告するまでのプロセスについては、対応は迅速とは言えないが、

調査対象が多かったことを踏まえ、非常に真摯に誠実に対応したと思う。正すべき

ところは正し、問題が起きたら誠実な対応をお願いしたい。 

  学校教育部長  

    行政職員として、今回のような間違いが起こらないように、市長部局で計画され

ている初任者研修等にも参加するようにしていきたいと考えている。 

  委 員  

    指導書を買い入れするのは小学校のみか。 



  参事兼教育指導課長  

    中学校も買い入れしている。教科書採択のタイミングで、教科書が変わるので、

そのときにそれに基づいた指導書等を買い入れしている。 

  委 員  

    第５回臨時会において、中学校の教科書採択をしたところであるが、２千万を超

える買い入れはありそうなのか。 

  参事兼教育指導課長   

    今後の中学校の教師用指導書等の買い入れについては、金額等をこれから積算す

るところである。今回の追認議案の反省点も含めて、再発防止に向けて対応してい

きたい。 

 （全員異議なく原案どおり決定） 

１０ 報告事項 

 報告事項⑴ 第１、２回川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会について 

  副部長兼学校管理課長  

    川越市小中学校適正規模・適正配置審議会について、７月１９日に第１回を、８

月２３日に、第２回を実施した。今年度は４回の実施を予定しているが、ここまで

の進捗をまとめたので報告する。 

    まず、７月１９日に実施した第１回会議の概要について、会長、副会長の選出で

は、会長は学識経験者である尚美学園大学の眞下英二委員に、副会長は、学校教育

関係団体の代表者である川越市ＰＴＡ連合会の岡田研児委員が選出された。その後、

教育長より、川越市立小中学校の適正規模適正配置に関する事項について審議を求

める諮問を行い、資料説明として、小中学校を取り巻く状況や児童生徒数等の状況

について、事務局より説明を行った。 

    次に、８月２３日に実施した第２回会議の概要について、第１回会議の資料説明

の続きとして、適正規模、適正配置、市立小中学校ごとの児童数、学級数の推計、

市内の地区ごとの児童生徒数、学級数の推計について事務局より説明を行った。そ

の後、事務局から説明した本市の状況を踏まえ、各委員より、今後の審議会の進め

方等について意見をいただいた。意見の中には、「学校は地域の中心でもあるため、

各地域の地域性等も勘案する必要がある。」、「子どもの視点に立ち、教育の質の

維持や通学時間などについて丁寧に調査していく必要がある。」などの意見をいた

だいている。 

    最後に今後の予定について、今年度は令和６年１１月に第３回、令和７年２月に

第４回の実施を予定している。 

  委 員  

    ４回の審議により答申がでるのか。 

  副部長兼学校管理課長  



    審議会については、令和６年度、７年度の２箇年を予定している。 

  委 員  

    学校のあり方や役割は必ず将来的に変わってくる。今の学校のイメージで審議す

るのではなく、少子高齢化の背景や、川越市の都市計画と並行して、学校の配置に

ついて検討するようにしていただきたい。 

  副部長兼学校管理課長  

    審議会の中で、委員から今後の進め方について意見をいただいている。その中で、

教育の質の維持向上、学校規模が小さくなり、子どもたちの数が減っていく中で、

教育の質の維持や向上を図ることを考えたときに、将来の学校像を意識して検討し

ていくことは重要なことだと改めて感じた。 

    委員から、地域性の配慮も大事だという意見もいただいているので、地域づくり

なども視野に入れながら、意見をいただき、今後の方針を考えることが必要だと考

えている。 

  委 員  

    適正配置の考え方について、通学条件を考慮することは絶対必要条件だと思うが、

通学条件を考慮すると同時に、通学区域については、弾力的に考えることはできる

か。 

  副部長兼学校管理課長  

    通学区域について、現状は、かなり複雑な状況になっているところがある。通学

区域をどのようにしていくかは重要な視点の１つであるため、今後、意見をいただ

きながら進めていきたい。 

  委 員  

    会議録は公開するのか。 

  副部長兼学校管理課長   

    会議録については、次回の審議会で承認を得て、公開するという手順で進めてい

る。既に第１回目の会議録についてはホームページで公開している。 

  学校教育部参事  

    審議会を運営するにあたり、諮問者の立場である教育委員から意見等をいただい

たうえで、事務局でそのような意見を踏まえながら、審議会を運用していきたいと

考えている。 

 報告事項⑵ 令和６年度全国学力・学習状況調査及び令和６年度埼玉県学力・学習状

況調査の結果について 

  参事兼教育指導課長  

    令和６年度全国学力・学習状況調査の結果について報告する。 

    本調査は、小学校６年生と中学校３年生を対象として、国語、算数及び数学、中

学校英語による３教科の学力調査と、児童生徒・学校への質問紙での学習状況調査



を行っている。 

    「１ 全国平均正答率との差」は、川越市と全国の平均正答率との差をまとめた

ものである。今年度は、中学校国語において全国の平均正答率を１．９ポイント、

中学校数学においては０．５ポイント上回っている。小学校については、国語、算

数ともに全国平均を下回っているが、昨年度よりも、その差は縮まっている。 

    「２ 全国平均正答率との差の推移」は、市の平均正答率と、全国の平均正答率

との差の推移を表したものである。平成３１年度からの推移を見ると、川越市が全

国との差を縮めている傾向を見ることができる。 

    教科別の「正答数分布グラフ」について、棒グラフが川越市の分布を示し、折れ

線グラフが、県・全国の分布を示している。棒グラフの黒く示した部分は、正答数

の高い児童・生徒の数が全国と比較して開きがある部分であり、小学校国語・算数、

中学校数学において、上位層の児童・生徒の割合が少ない結果となっている。 

    教科別「内容・領域ごとの平均正答率」について、小学校の国語では、「我が国

の言語文化に関する事項」の平均正答率が全国と５．４ポイントの差がある。算数

については、「数と計算」で１．８ポイント、「変化と関係」で２ポイントの差が

ある。特に国語では「記述式」において全国との差が大きい傾向にある。 

    中学校３年生の「内容・領域ごとの平均正答率」について、中学校では、国語・

数学ともに全国平均を上回る結果となっており、内容・領域についても同様の傾向

を示している。数学では、「数と式」において、全国と２．１ポイントの差があり、

課題の１つであると捉えている。 

    児童・生徒への質問紙から学習に関する状況を調査した結果について、一部を抜

粋して報告する。 

    数値は各質問に肯定的に回答した割合を示し、網掛けは全国平均を上回ったもの

で、その中で、下線のついたものは埼玉県の平均においても上回った数値になって

いる。「自分には、良いところがあると思いますか」という質問が、中学校で全国

平均を下回っているが、「先生は、あなたの良いところを認めてくれていると思い

ますか」の質問では小中ともに全国平均より高い結果となっている。 

    また、学校への質問紙から学校教育に関する状況を調査した結果のうち、学力向

上に係る項目である「授業研究などの研修」について、小中ともに全国を下回って

おり、課題の１つであると捉えている。 

    以上が令和６年度全国・学力学習状況調査における市の傾向等の分析結果である。

本調査は、調査問題自体が授業改善に役立つように構成されている。各学校におい

て、調査問題の分析を今後も継続して行い、学力向上の具体的な取組に生かしてい

けるよう、引き続き働きかけていきたい。 

    続いて、令和６年度埼玉県学力・学習状況調査の結果について報告する。 

    本調査は、埼玉県内の小学校４年生から中学校３年生を対象として行われる調査



で、調査事項は、小学校４年生から中学１年生は国語、算数・数学、中学２年生及

び中学３年生は国語、数学、英語の学力調査と、児童生徒・学校への質問紙調査を

行っている。なお、昨年度に引き続き、児童生徒一人ひとりが学習者用コンピュー

タを使用する調査方式（ＣＢＴ方式）により調査を実施した。 

    「１ 埼玉県平均正答率との差」は、川越市と埼玉県の平均正答率の差をまとめ

たもので、「２ 県平均正答率との差の推移」は、市の平均正答率と、県の平均正

答率との差の推移を表したものである。小学校６年生の算数、中学校１年生の国語

と数学、中学校２年生の英語、中学校３年生の国語、数学、英語と複数の学年、多

くの教科で県平均を上回る状況であった。 

    「３ 学力を伸ばした児童生徒の割合」は、学力を伸ばした児童生徒の割合を表

した資料となる。学力を伸ばした児童生徒とは、埼玉県により３６段階に数値化さ

れた個々の学力レベルが、昨年度より１以上増加している児童生徒を指している。

中学２年生の国語以外のすべての学年、教科において県平均を超えている。 

    「４ 川越市学力向上プランとの関係」では、児童生徒質問紙調査から、「①め

あて・見通し、②学び合い、③まとめ・振り返り」の授業場面について、児童生徒

がどのように捉えているかを、昨年度からの経年変化としてまとめた。小中学校と

もに「めあて・見通し」「学び合い」に一定の成果が見られた。 

    「６ 規律ある態度」達成目標に係る結果についてでは、本市の８０パーセント

以上の児童生徒が達成したと答えたものは網掛けにしている。達成率８０パーセン

トを超えている項目が、全７２項目中６３項目となり、昨年度より６項目減少して

いる状況である。特に、小学校において減少している項目が複数あったので、今後

の指導等に生かしていくよう、学校に働きかけていきたい。 

    以上で、埼玉県学力・学習状況調査の報告とする。 

    これらの調査の分析から、川越授業スタンダードを推進してきたことに対し、一

定の成果が上げられたと捉えている。今後は、これらの結果を踏まえ、学校訪問等

を通した授業改善の指導を継続するとともに、令和７年度に向けて、川越市小中学

生学力向上プランを更新し、さらなる学力の向上に取り組んでいきたい。 

  委 員  

    今回の成果を、今後どのように活用していくか伺いたい。 

  参事兼教育指導課長  

    今回の成果について、教育委員会が主導で進めてきた、学力向上プランの方向性

が間違っていなかったことを各学校に周知していきたい。 

    今回の結果を受けて、学校ごとの分析を行い、その分析の中で、子どもたちのつ

まずきを捉え、それに対してどのような取組を行い、それが今回の調査等でどう反

映されているのかを各学校で把握してもらえるよう働きかけを行いたい。  

  委 員  



    今回の結果をどのように分析、考察しているか伺いたい。  

  参事兼教育指導課長  

    内容・領域ごとの平均正答率をしっかりと見ていく必要があると考えている。特

に、中学校の結果が良く、問題別の正当率が非常に高かった。ここから考えても、

全国学力・学習状況調査に基づいた学力が子どもたちについていると分析している。 

    小学校については、課題がみられるので、課題解決について、学校訪問等により

確認をしていくことが非常に重要であると考えている。 

  委 員  

    埼玉県学力・学習状況調査について、小学校はマイナス傾向が非常に強いが、中

学１年生になると平均正答率がプラスになっている。理由を伺いたい。 

  参事兼教育指導課長  

    中学校において、今回、学力が伸びている傾向である。その傾向が良くわかった

のが、今回の中学３年生の結果が、令和３年度の小学校６年生の結果であることで

ある。小学６年生時は全国との差が、国語でマイナス１、算数でマイナス３．２だ

ったが、今回中学校３年生として受けたテストの結果が全国平均を上回っている。 

    今回分析をしていく中で、注目していることは、学校によってそれぞれ差があり、

学校ごとの伸び率に違いがみられることである。現在指導主事が１校ずつ訪問をし

ているところで、その分析結果を細かく見て、伸び率が高い学校の取組を周知して

いくことを考えている。 

  委 員  

    「校外の各教科等の教育に関する研究会等に定期的、継続的に参加しているか」

の質問について、小学校の参加率が極端に少ない。教育委員会の施策や指導の問題

もあると思うので、指導力を発揮して、進めていく必要があると考える。 

  参事兼教育指導課長  

    この数値は非常に重く受け止めている。教職員の指導は非常に重要な部分で、そ

の向上のために、研修への参加も必要だと考えているので、関係課と連携しながら、

指導をしていきたい。 

  委 員  

    学力向上プランとの関係について、小学校も中学校も、年度別に見ると状況は良

くなっている。このプランが学校に定着し始め、成果が出ていることを学校現場に

伝えてもらいたい。 

  委 員  

    「将来の夢や目標を持っている」という質問に対して、中学生になると数値が相

当落ちている。この数値をどのように捉えているか。 

  参事兼教育指導課長  

    この数値については、例年、学年を経るに従い、低くなる傾向がある。子どもた



ちが、現実的にある程度自分自身も見ることができる、または社会との兼ね合いを

見ることもできるという意味では、現実的に考えられるという部分の成長の表れで

もあると捉えている。 

    ただ、夢はぜひ持ってもらいたいと思っているので、キャリア教育を含めて、子

どもたちがそういう夢や希望を持って、人生を生きていけるような支援はしていき

たいと考えている。 

  委 員  

    この数値を改善するための取組はあるか。 

  参事兼教育指導課長  

    キャリア教育として、キャリアパスポートという取組がある。小学校の時から継

続している取組で、最終的には、高校進学した場合には高校まで引き継ぐものであ

る。そのような中で、例えば自分の夢や、中学校のときの職場体験などを通して、

自分の将来をシミュレーションしていく取組である。そのような取組を通して、課

題が解決できるよう努力をしていきたい。 

  委 員  

    小学校では、授業の内容はわかっているという回答が、県よりも全国よりも高い。

授業はわかっているが、解答する時間が足りないという結果が出ている。じっくり

考える子が多いということがわかる。 

    その子たちが中学校では、成果を出している。川越市の子どもたちは、小学生で

完成するのではなく、小学生では全国レベルより低くても、じっくりと考えさせる

授業を継続した結果が、中学校で出ていることがわかる。 

    結果も重要ではあるが、焦らず、子どもたちが大人になってから必要となる、自

分で考え、表現し、言葉を使うための力を育む教育をメインに、目先の学力向上だ

けではなくて、大人になって生き抜く力は何が必要かというところをじっくりと教

育してもらいたい。 

 報告事項⑶ 中央公民館分室の今後の方向性について 

  参事兼中央公民館長  

    物件概要について、土地の所在は、川越市六軒町２丁目１５番地１。宅地で面積

は１，０７６．８５平方メートルである。建物については、木造瓦葺平家建、床面

積が１６９．５３平方メートルである。 

    建物の歴史とこれまでの経緯について、この建物は、昭和３年に東京の三田にあ

った久松定謨伯爵邸を、小泉八雲の長男である一雄氏が譲り受け、現在のさいたま

市に移築した。そこで一雄氏は、父の形見である机に向かって執筆活動を行ったと

伝えられている。そして昭和１４年に、一雄氏が住まなくなった建物を川越市の呉

服店「山吉」の渡辺吉右衛門氏が譲り受け、現在の場所に移築をした。そして昭和

５８年に川越市がこの物件を買い取ることになり、中央公民館分室として利用を開



始した。それから約３５年間、公民館として活用してきたが、老朽化が著しいため、

平成３０年に簡易耐震診断を行ったところ、大地震の際には倒壊する可能性が高い

という結果になり、翌年の平成３１年４月から施設の貸し出しを停止し、公民館を

休館として、現在も休館を継続している。 

    その後令和元年に詳細な耐震診断、シロアリ診断を行った結果、防蟻処理と耐震

改修費用として、相当な費用がかかることが判明したため、令和元年１２月１６日

の文化教育常任委員会において、診断の結果を説明するとともに、公民館としての

用途廃止を含めて、今後の方向性を検討する旨を報告した。 

    現在の検討状況と今後の方向性についてであるが、施設の再開には安全性確保の

ために相応の改修コスト及び施設再開後には、維持コストが生じるとともに、貸出

停止後５年が経過した中で、中央公民館、南公民館などが、活動場所の受け皿とし

て定着しているため、川越市公共施設等総合管理計画も踏まえて、公民館としての

施設再開は行わず、合わせて、他の教育財産としても活用しないという結論に至っ

た。 

    今後については、その資源を最大限に活かすための検討を行うべく、今年度から

政策部門を交えた関係部署で会議を開始したところである。 

  委 員  

    実際に活用していくことは可能か伺いたい。 

  参事兼中央公民館長  

    活用方法について、土地の立地が非常に良い場所で広さもあるため、売却した場

合、かなり収益が見込める。また、所有したまま、本市が貸した場合も相当な賃料

が見込める。もう１つの選択肢としては、建物を残したまま、何らかの形で保存し

て、それを観光資源等として活用するなどである。いずれにしても会議で検討を行

っているところである。 

  委 員  

    建物自体、文化財の指定は受けられないのか。 

  参事兼中央公民館長  

    文化財登録についても検討したが、市内に近代バロック建築は相当数あり、その

中で指定を受けることは難しい状況である。 

１１ その他 

 ⑴ 議事に先立ち、議案第２２号は性質上公開になじまない事務事業に関する情報にあ

たることから、この審議に係る会議を公開しないこととする動議が提出され、全出席

委員がこの動議に賛成し、当該審議については非公開として取り扱うことに決定した。 

 ⑵ 議案第２１号の関係者として学校管理課副参事の出席について、報告事項⑴の関係

者として学校教育部参事の出席について、各委員が承認し出席が認められた。 

 ⑶ 会議録の署名委員として嶋野委員、飯島委員が指名された。 



 ⑷ 次回教育委員会は、令和６年１０月２４日（木）午後１時開会に決定した。 


